
 

 

  

特殊詐欺対策電話機など

補助金制度が始まりました！ 

 
対 象 者 

●市内在住で申請年度末に満 65 歳以上の方または、 

その方が属する世帯の構成員 
 

●市税の滞納がない方 
 

●その他 条件有り（詳細は市ＨＰや申請書裏面をご参照ください） 

●対象装置の購入費（消費税含む）の２分の１ 

  ※ポイント等を使用し購入した場合は、補助金額が減額となります 
 

●補助上限 7,000 円、100 円未満切捨て 

 補助金額 

□ ①申請書兼実績報告書 

□ ②補助金交付請求書 

□ ③通帳等のコピー（申請者名義のもの） 

□ ④領収書のコピー（申請者の氏名、購入装置の品番が分かるもの） 

□ ⑤購入装置のカタログのコピー（特殊詐欺対策装置としての機能、品番

が分かるもの） 

 

必要書類 

令和４年１０月１日以降に市内の店舗から購入した新品の 
 
 

㋐自動応答録音装置（固定電話機に接続する外付けのもの） 
 

㋑自動着信拒否装置（固定電話機に接続する外付けのもの） 
 

㋒家庭用の固定電話機（自動応答録音装置、自動着信拒否装置のいずれ

かの機能が内蔵されているもの） 

 
対象装置 

【問合先】  西尾市役所 危機管理課 直通６５－２１９６ 

 

申
請
の
流
れ 

（１）申請書の入手 

（２）装置の購入 

●購入後３０日以内に申請してください。ただし、３月中に購入した場合は

３月３１日までに申請してください。 

●上記の「必要書類」を市役所２階 危機管理課窓口に提出してください。 

●市役所２階 危機管理課窓口、市公式ウェブサイトで入手してください。 

●購入の際、対象商品であるかを確認してください。 
●全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨品を参考としてください。 

●領収書を発行してもらってください。 

※全ての装置が対象となるわけではありません。 

 

（３）申請書の提出 


